
 

 

（１）告示前に既に避難元団体で健康被害救済が行われている場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）告示後に避難先団体で予防接種を受け、それにより健康被害救済を行うことに至った場合 

①避難住民の避難先が一つの場合 

①避難住民の避難先 

が一つの場合 
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②避難住民が避難先を移す場合 

②避難住民が避難先を移す場合 

・事務を処理する団体 

 

・避難住民の動き 

○○団体 


